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その理由

議案第１号 川西市建築審査会議題添付資料の変更について

報告第24号

報告第25号

報告第26号

会 議 次 第 報告第１号 敷地と道路との関係に係る許可における包括同意の

報告第２号 報告について

報告第３号

報告第４号

報告第５号 第２種中高層住居専用地域内において日影による建

築物の高さの限度を超える小学校を増築する件

その他

議案第１号 原案どおり可決される

報告第24号

報告第25号

報告第26号

会 議 結 果 報告第１号 報告どおり了承される

報告第２号

報告第３号

報告第４号

報告第５号 報告どおり了承される

その他 説明どおり了承される



Ｎ0. １審 議 経 過

開 会 ６名の委員の出席があり、会議は成立しているので開会される。

事務局 本日の会議は、議案第１号としまして、川西市建築審査会議題添付資料の

変更について、報告といたしまして、法第４３条第１項ただし書許可の包

括同意によります「敷地と道路との関係に係る許可における包括同意の報

告について」が７件及び「第２種中高層住居専用地域内において日影によ

る建築物の高さを超える小学校を増築する件」の報告であります。なお、

平成１５年度分報告第２４号から報告第２６号及び平成１６年度報告第１

号から報告第４号までについては、一括して説明をさせていただきます。

議 長 議案第１号について事務局より説明をお願いします。

事務局 （議案第１号について説明をする。）

議 長 議案第１号の説明は終わりましたが、ご質問等はございませんか。

委 員 （質問等なし）

議 長 ご質問等がないようですので以上の説明により、議案第１号は可決してよ

ろしいか。

委 員 結構です。

議 長 議案第１号は可決いたします。

議 長 平成１５年度報告第２４号から報告第２６号まで及び報告第１号から報告

第４号まで一括して事務局より説明をお願いします。

事務局 （平成１５年度報告第２４号から報告第２６号まで及び報告第１号から報

告第４号まで一括して説明する。）

議 長 報告の説明は終わりましたが、ご質問等はございませんか。

委 員 報告第２５号については、包括同意基準包第７号ですが、包第７号は元々

道・空地の幅員は４ｍ以上あるわけですね。条件として支給する後退プレ

ートを設置することとなっていますが、自主的に後退しなければならない

のですか。

事務局 自主的に後退は必要はありません。この部分は３宅地ありまして、最後の

１宅地ですが、先の２宅地については４ｍの道路の成形が先に済んでいま

して、報告第２５号は既に４ｍに整備ができていますので、緑色の４ｍ以

上の扱いになっています。位置指定道路と区別をするために縁石の横に後

退プレートを設置してもらおうとするものです。

委 員 報告第１号から報告第４号について、河川占用許可がされていますが、河

川の幅員は大きいのですか。

事務局 １級河川の前川ですが、河川の幅員は５ｍです。

委 員 敷地が連続していれば、蓋掛けすれば一般的に許可されるのですか。

事務局 河川の南側に擁壁を造って造成しており、宅地の安全性が確認できてから

許可しています。本来、５戸であり、１戸は先の審査会で報告していまし

て今回は残りの４戸の報告です。

占用部分は本来は２ｍですが、車が出入りしますので今回各戸とも４ｍ×

５ｍで２０㎡の占用許可をしています。

委 員 蓋をするのは、車の通行のためですか、駐車するためですか。

駐車は占用部分にするのですか、宅地内に入ってするのですか。

事務局 宅地内に駐車します。

議 長 他にご質問等はございませんか。

委 員 （質問等なし）



Ｎ0. ２

議 長 他にご質問等がないようですので以上の説明により、報告第２４号から報

告第２６号及び報告第１号から報告第４号は了承してよろしいか。

委 員 結構です。

議 長 報告第２４号から報告第２６号及び報告第１号から報告第４号は了承しま

す。

議 長 報告第５号について事務局より説明をお願いします。

事務局 （報告第５号について説明をする。）

議 長 報告第５号の説明は終わりましたが、ご質問等はございませんか。

委 員 当初の昭和５４年に敷地の東側の一部に影を落とすことになったため、許

可を受けたもので、今回のプールの日除けテントの設置についても、許可

がいるわけですね。

事務局 建築基準法の日影規制以前の建築物で部分的に日影ができて許可を受けて

います。今回は新たな日影は生じませんが、敷地全体として許可を受けて

いますので許可を必要とするものです。

委 員 確認は計画通知ですか。毎年屋根を取り付けるごとに許可を取るわけです

ね。

事務局 確認は計画通知です。テントはプールの期間だけ設置し、取り外しますの

で毎年許可申請になります。

委 員 多田小学校がテントを必要とする理由はあるのですか。

事務局 試行的に設置しましたが他の学校ではありません。紫外線を５０％位カッ

トしているデーターをもらっています。

委 員 開閉は手動でするのですか。

事務局 メンテナンスは業者に委託しています。

議 長 他にご質問等はございませんか。

委 員 （質問等なし）

議 長 他にご質問等がないようですので以上の説明により、報告第５号は了承し

てよろしいか。

委 員 結構です。

議 長 報告第５号は了承いたします。

議 長 その他について、事務局よりあれば説明をお願いします。

事務局 その他について３点説明します。

その他１ 用途地域の指定のない区域の形態制限の変更について

平成１６年３月１５日付で区域の指定及び数値の決定告示がさ

れました。

その他２ 平成１３年１１月開催の第３９回建築審査会で同意済みとなっ

ています法第４３条ただし書の包括同意基準について

包括同意基準第２項第１号の削除漏れのため、削除訂正するも

のです。

その他３ 川西市建築審査会会議公開制度運営要綱の一部改正について

４月の市行政組織改正のため、事務局の所管課の変更をするも

のです。

議 長 その他について説明は終わりましたが、ご質問等はございませんか。

委 員 （質問等なし）

議 長 ご質問等がないようですので以上の説明により、その他については了承し



Ｎ0. ３

てよろしいか。

委 員 結構です。

議 長 その他の説明について了承いたします。

議 長 以上で本日の審査会は終了いたします。

閉会 午後３時


